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はじめに
本稿は、1970年代の障害児教育義務制をめぐる梅根悟の障害児教育理論がいくつかの

異なる障害児教育実践の理論へと変遷していく過程を明らかにすることを課題とする。
1947（昭和22）年公布の学校教育法では、第六章に盲・聾・養護学校の目的や構成、

内容などを指定しており、盲・聾学校の義務化は1948年から実施されたが、養護学校義
務化は「政令により」設置・実施時期を定めるとなっていて1970年にはまだその政令は
出ていなかった。そこで、1970年代に障害児・者の就学義務の猶予・免除規定の解消の
方法が様々に模索されていた。

大きく分ければ特殊学級および養護学校における義務化に求める人々の中の一勢力で
あった全国障害者問題研究会（以後「全障研」と記す）があり、そこに所属していた代
表的研究者である清水寛などは全障研の主張である特殊学級および養護学校における義
務化に収斂する障害児教育史を書いている １。

他方、養護学校完全義務化反対の立場から「共生・共学」あるいは統合教育 ２を主張す
る研究者や医師・教師・保護者などの人々がいた。だが、これら統合教育論を主張及び
実践についての教育史研究はいまだになされていない。つまり、1970年代の障害児教育
史は、全障研の研究者が全障研の立場で書いたものしかないという状況にある。

筆者が1970年代の障害児教育論に注目するのは、障害児・者の公教育全員就学につい
ての方法は、この当時特殊学級及び養護学校への義務化だけに求めるのではなく、統合
教育による就学も提言されていたことである。これについて研究することは、日本の障
害児教育史の幅をひろげ、現在の日本障害児教育史を別の角度から読み解く可能性を示
唆するものとして大きな意義がある。

梅根悟は、1970年代初頭に障害児統合教育理論を実質的に日本へ根付かせようとした
人物として、研究の必要性がある。なぜなら梅根の障害児教育論の中核をなす共同教育
論を拡大・延長させて展開し、共同教育論とは盲・聾・養護学校と普通学校又は特殊学
級と普通学級間交流などに地域交流を加えたものであるとする独自の障害児教育理論を
作り上げていった全障研などのグループもあれば、梅根が1972年当時に提起した統合教
育論としての共同教育論をそのまま受け取り、統合教育実践の主要理論とした大阪府の
豊中市教組などの団体や地域もあったからである。

そこで本稿では全障研の代表的研究者である清水寛 ３に絞って、梅根の障害児教育論
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をどのような方法で展開させていったのかについて分析する。そして、それはなぜ可能
だったのかを明らかにする。これらの経過を解明することが、1970年代の障害児教育の
動向の一端を明らかにすることにつながるからである。

本稿第１節では、梅根と清水が参加して障害児教育のあり方を論じた日本教職員組合
（以下日教組と略す）教育制度検討委員会総会の討議を速記して原稿に起こした『教育制
度検討委員会速記録』 ４を使用して、この議論の内容によって、梅根悟が1970年代前半に
どのような障害児教育のあり方を構想していたのかについて明らかにする。それによっ
て、梅根が初めて提起した時期の共同教育の内容が、豊中市教組などの統合教育理論と
なっていった経過を解明する。

第２節では、梅根悟が提起した障害児教育論の中核をなす共同教育論に焦点化して、
主に清水寛の1970年代の著作及び全障研のメンバーが編集した文献 ５などを用いて、ま
ず清水寛が共同教育論の発祥を梅根悟の提起よりも以前に求めていった経過と根拠につ
いて明らかにする。次に清水寛は梅根悟が発想した共同教育論の内容を、清水自身の解
釈を少しずつ付け加えながら独自のものとしていく経過を分析する。この分析によっ
て、共同教育論が盲・聾・養護学校と普通学校又は特殊学級と普通学級間交流などに地
域交流を加えたものであると変遷させられていき、隔離だと非難された盲・聾・養護学
校と普通学校との間を埋める独自の障害児教育理論が作られていったことを論証する。

第３節では、1971年に大西赤人が障害者であることを理由に埼玉県立浦和高校の入学
を不合格とされた問題に端を発して結成された「障害者の教育権を実現する会」（以後

「実現する会」と記す）の機関紙『人権と教育』などに掲載された梅根悟の言動や文章を
使用して分析することで、当事者・保護者を前にした梅根の障害児教育論の葛藤につい
て明らかにする。そのことで、梅根が提起した共同教育が一方では統合教育理論となり、
もう一方では盲・聾・養護学校・特殊学級における義務化を推進していた全障研にも活
用された原因を解明する。（なお用語であるが本来「通常学級・学校」と呼ぶべきである
が、本稿では史料のまま「普通学級・学校」の記載を用いた。）

１、日教組教育検討委員会での梅根悟の障害児教育論
本節では、日教組教育検討委員会で会長をつとめた梅根悟の障害児教育論について、

障害者教育専門調査委員として参加した清水寛との障害児教育論と比較しながら明らか
にしていく。本格的に障害児教育の検討がなされたのは、制度検討委第11回総会であっ
た。ここで初めて清水寛の提案と梅根悟の意見の相違が表れている。

清水の原案は「盲・聾・養護学校の増設・言語障害児教育、情緒障害児のための学級
は積極的に増設」という「障害別の独立の学校・学級」を作っていくことを教育改革の
方向性として原案を書き ６、主張した。それに対して梅根は、基本的に障害児は「普通学
級で普通児と一緒に生活をし、学習をするということが可能な限り、そういう方針でい



－3－

梅根悟の障害児教育論の相克

くほうがいいんじゃないか」 ７と、普通学級で学ぶ必要性を主張している。清水が普通学
級にいる障害児に注意をはらわなかったこととは対照的に、ここで梅根は一時的な交流
などではなく「普通学級で普通児と一緒に生活をし、学習をする」という、どんな学級・
学校に在籍するのかについての在籍のあり方や障害特性による必要に応じた教育ついて
言及していることは注目すべきことである。

梅根は共同教育について、1974年３月の第30回総会で具体的に次のように述べている。

「目の見えない子、耳の聞こえない子、いわゆる精神薄弱等々、さまざまあります
ね。そのなかで、現に、障害がないといわれている普通の子どもたちと一緒に学級
編成されて、同じ学級で学習しておる子どももおります。肢体不自由児は比較的多
いです。（中略）いま一番はっきりはずされておるのは、盲と聾と精薄ですね。その
子どもたちを普通学級で教育できないのかという問題ですね。もちろんそういうハ
ンディ・ギ

ママ

ャップを持っていますから、ハンディ・ギ
ママ

ャップに対する特別な配慮は
されなければならないけれども、普通学級で教育を受けるんだということが基本で
あって、特別な時間に訓練や指導を受ける、そして普通学級に帰ってきて可能な限
り普通の勉強をする、というふうな体制を基本にする考え（後略）。」 ８（下線は久米、
以下同じ）

このように梅根は、「肢体不自由児」や「盲と聾と精薄」というハンディをもっている
子どもたちが「普通学級で教育を受ける」ことが「基本であって」その必要性に応じて

「特別な時間に訓練や指導を受ける」、そして「普通学級に帰ってきて可能な限り普通の
勉強をする」ことを「基本にする」「体制」を構想すべきである、と主張していた。

清水は梅根の共同教育の提起をうけると、養護学校と普通学校などとの交流に話題を
広げて養護学校と普通学校との学校間交流・及び特殊学級と普通学級との交流として共
同教育をとらえる会話をしていた ９。しかし、梅根が清水に対して自分の意見をさらに
明確に主張すると、清水寛は最終的には賛意を表して討議を終了していた。次の討議は
一例である。

（会長）ここで「共同教育」という概念を障害児と非障害児について適用するなら
ば、「普通児と障害児とが同じ学習集団・基本的な学習集団を構成する」というふう
にして、「ただし障害児は特殊訓練を受けるチャンスをちゃんと与えられている」と
いうふうになるのが最終段階だろうと、ぼくは思っているんです。それを最終的な

「共同教育」と呼んだらいいんじゃないか。分離しながらときどき一緒になるという
んじゃなしに、一緒になっているのがベイシックであって、それがときどき分離す
るというところまでもっていく。 10
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このように梅根の共同教育は、当時日本の一部の識者にも知られ始めていた障害児統
合教育 11にかなり近いものだった。これに対して、清水寛は次のように反論している。

（清水専門調査委員）ですから、ひっくるめて「発達」という視点でとらえていかな
いと、それは整理できない。全くの全盲でもその子の発達課題・発達学習からいく
と、普通学級のほうがいいんだという子がいると思うんです同じ視力の程度でも、
障害児学級のほうが発達を保障する上で適切な場合がありますね。そういうふうに
区切って使うなら、「共同教育」というのはこれから使うべきじゃないか。いままで
のように、ただ障害のある・なしだけでやっていくと、障害児教育の独自性がはっ
きりしてこなくなるんです。発達課題が質的に違う場合に、なお共同でやったほう
が両方の子どもにとって有意義である場合に、「共学」というふうに言うべきじゃな
いのか。 12

清水寛は、発達保障を第一とすべきだとして「障害児学級のほうが発達を保障する上
で適切な場合」を考えなければ、「障害児教育の独自性がはっきりしてこなくなる」とい
い、障害児教育とはなんぞや、という根本的な命題を、それは発達保障なのだという前
提で梅根悟に問いかける。それに対して梅根悟は、次のように答えた。

（会長）だから障害児教育の角度からいえば、たとえば大学の話がでましたけれど
も、大学で普通の学生と一緒に盲人が勉強している。そのときに、某君は障害を
持っている。その障害を持っている者に対して、普通の子どもプラス・アルファー
のサービスが大学として必要であるということであって、その部分が障害者教育で
ある。そのほかはみんなと一緒に勉強しているというふうになっていくだろう思っ
ているんです。

（清水専門調査委員）そういうことになるとわかりますね。 13

このように、梅根は障害児教育について「障害を持っている者に対して、普通の子ど
もプラス・アルファーのサービスが」「必要である」、「その部分が障害者教育である。」
と定義した。そしてこの定義について、最終的には清水寛は梅根に賛同している。

以上のように梅根は、障害児と普通児が同じ学級や学校で共に学び学校生活をする共
同教育を中心とした障害児教育論を日教組の中で初めて提起した。特にその中の共同教
育論は日教組の組合員に大きな影響を与え、普通学級で障害児と普通児とが共に学び・
共に学校生活や地域生活をしていく発想と実践の根拠を与えた。例えば大阪府豊中市教
組では、梅根悟が当初主張した共同教育を根拠に 14、統合教育が実践され始めた。
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日教組教育研究集会（以後「教研」と記す）の障害児教育分科会にもそれは反映され
ていった。1972年度の教研では、そのまとめである『日本の教育22』 15の障害児教育第13
分科会の項には「各地から、共同学習、共同労働、交流学習などのこころみが報告さ
れ」 16という記述がある。

制度検討委の第二次報告 17が槙枝委員長に出されたのが1972年６月だった 18。1972年度
教研が公表の半年後1973年１月で、そこで「各地から、共同学習、共同労働、交流学習
などのこころみが報告」されたというのは、かなり素早い現場の反応であった。

そして、それは翌年の1973年度教研になると、次のような障害児教育分科会の共同研
究者たちの危機感を高めるものとなった。

共同研究者から、統合教育と同じ方向をとっているものが多いので危険性を感じ
た。来年は本次教研の論議をふまえてよき実践をもってきてほしい、と要望があっ
た。 19

これは彼ら全障研の共同研究者たち 20が「統合教育と同じ方向をとっているものが多
いので危険性を感じ」たほど、共同教育を統合教育ととらえた実践報告が多かったとい
うことを意味している。

このように梅根が初めて提起した共同教育論は、組合員にとって新鮮なインパクトを
与えた 21が、それが一つの原因となり日教組の障害児教育分科会に意見の大きな隔たり
とお互いの主張の食い違いの深刻化という波紋をもたらした。それを清水は「混乱」 22が
あったと表現している。

そこで、梅根はそれを回避するために最終報告（1974年）では、梅根が当初主張した
共同教育を、清水が主張していた交流教育という意味合いの共同教育の、どちらにもと
れる微妙な表現に調整した 23。

２、清水寛による梅根の障害児教育論の展開過程
この節では全障研の教育者・研究者たちがどのように梅根の障害児教育理論を展開さ

せながら自分達のものとしていったのかについて、全障研の代表的研究者である清水寛
の方法に絞って分析した。

全障研の主張する養護学校及び特殊学級における義務化 24について、梅根の共同教育
論の影響を受けた人々から障害児を普通学級や普通学校に入れていくべきだと反対され
はじめた。これを清水寛は「きびしい対立になっている」 25と表現している。

そこで清水は、反対の根拠となった梅根の共同教育論を段階的に解釈しなおし、共同
教育の発祥を日教組教研障害児教育分科会の交流実践の積み上げの中にあったことを見
つけていった。以下その過程を明らかにしていく。
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（1）共同教育の発祥を過去の交流実践にあったとする根拠の形成
まず、清水寛は共同教育の定義を次のようにすることを、1974年12月に元制度検討委

員会メンバーに対して提起した。 26

清 水寛　その障害に伴う困難を克服していけるような、つまり発達に必要かつ適切
な教育を障害児の適切な集団づくりを進めていくなかで追求していく、（中略）同
時に、「普通児」と呼ばれる子どもたちの集団にも、もっと生徒数を少なくすると
か、教育内容を精選するとか、そういう「普通学級」の民主化と結びつけながら
障害児の問題を自分の問題と考えられるような教育を「普通学級」の授業のなか
でも、追求していく。そういう障害児学級・学校の集団づくりと普通学級・普通
学校の民主化とが相伴って行われるなかで、学習の交流の形態として、「共同学
習」がなりたつ。そういう両者の集団づくりというものが基礎に据えられて実現
していく教育のあり方が共同教育だと思います。 27

この中で、清水は共同教育を「障害に伴う困難を克服」し発達を保障する障害児学級・
学校と民主的な普通学級・普通学校との「両者の集団づくりというものが基礎に据えら
れ」た交流が「共同教育」である、と限定したいという発言をしている。

そして、この発言通りに共同教育を交流教育とするために、次のような段階を踏んで
いく。それはまず過去の交流教育を時期区分しながら、共同教育の発祥を梅根悟の提起
以前の過去へさかのぼって求めていく方法であった。
「座談会・すべての障害者の発達を保障するために」が行われて、約半年後に清水は

「障害児教育における共同教育のあゆみと実践」 28を書いて、さらに共同教育を展開させ
ていった。ここには次のように記述されている。

障害児教育における共同教育の提唱は、日教組委嘱の教育制度検討委員会の報告書
によってであった。それは、会長であり、日教組教研運動の理論的指導者の一人で
ある梅根悟氏の示唆に負うところが大きい（梅根悟「学制改革の問題をどう考える
か」『勤評・学テ体制下の学校』全書国民教育・第12巻・明治図書での「平等・共
通・共同の原則」の提起を参照）。と同時に、そこには日教組教研集会の障害児分科
会や、それを母体として発足した全国障害者問題研究会などの長年にわたる研究・
討議の蓄積が基盤としてあったのである。 29

このように清水は、「共同教育の提唱は」「梅根悟氏の示唆に負うところが大きい」と
言いながらも、まるで制度検討委報告書（1971年から1974年まで第一次から第四次と各
年ひとつずつ報告）のずっと以前から、共同教育は教研の障害児教育分科会や全障研の
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研究や討論の中に存在していたかのように書いていく。
では、どういう形で存在していたと主張しているのか、というと具体的には「交流の

問題が、どのような目的・方法・形態をもって追求されてきたか、そこに、共同教育へ
の志向がどのようにみられるかをたどってみることとする。」 30書いている。つまり「共
同教育への志向」は、「交流の問題」という形で「追求されてきた」と述べていることが
わかる。ここで共同教育＝交流教育となってきているのである。

次に清水は過去の交流教育を時期区分しながら、共同教育の発祥を梅根の提起以前の
過去へさかのぼって求めていく。清水は、教研集会の障害児分科会及び全障研などの交
流教育を、次の表のように四つの時期区分をしていった。

〈表１「障害児教育における共同教育のあゆみと実践」７頁－12頁により久米が作成〉

段階の時期区分 区分の理由及び内訳

第一段階
第１次（’51年）
～第10次（’61年）

「全体的には、融和的な性格のつよい交流が試みられはじめたところ
に特徴がある」 31（下線は久米、以下同じ）

第二段階
第11次（’62年）
～第16次（’67年）

「第15次教研での提案・確認を基礎に、67年８月、「障害者の権利を守
り、その発達を正しく保障するために、理論と実践を統一的にとらえ
た自主的・民主的研究運動を発展させる」（会則）ことをめざして、全
障研が発足したことは、教研の討議の中身をゆたかにしていく上で、
文字どおり、画期的なことであった。」「この時期の交流についての報
告の特徴は、①「特殊学級」と「普通学級」との間だけでなく、盲学
校と「普通学校」との間でも（中略）交流が広がってきたこと」 32

第三段階
第17次（’68年）
～第21次（’72年）

「第18次教研（69年）あたりから、「権利としての障害児教育」という
主張がつよくうちだされ始めた。そして、発達保障をめざす、権利と
しての障害児教育は、民主的勢力の統一した力量によって発展しうる
ものであり（後略）」「この時期の交流は、こうした情勢と実践・運動
の発展を反映して、明らかに新しい特徴を帯び始めた。すなわち、①
交流についての課題意識・目的の面では、障害児にとっても、健体児
にとっても、民主的人格として発達するために不可欠なこととしてと
らえていること、②方法・形態の面では、従来のそれ以外に、相互の
学級・学校訪問と共通課題（文化的行事や体育・音楽などの）に向け
て共同行動・共同学習や、そうした共同体験を綴った学級文集などの
交換などが導入されてきており、また子どもどうしだけでなく、相互
の教員集団・父母集団、さらに地域住民へと広がってきていること、
③成果としては“同情から友情へ”“知識としての理解から、人間的な
共感関係の高まりへ”と発展していることなどが注目される。」 33
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この表１からわかるように第二段階と第三段階の時期区分は、1967年８月の全障研の
発足を大きな区分として捉えていることに特徴がある。さらに、この表１の第三段階で

「子どもどうしだけでなく」「地域住民へと広がってきている」と地域交流について取り
上げている。そして第四段階で「交流実践は、共同教育という観点から発展的にとらえ
直され」た、としている。

このように、これらの時期区分をすることによって清水は、学校間・学級間交流が段
階的に地域交流へも広がったと評価し、交流教育が地域交流を含むことで共同教育へ発
展したという説明を行っていることがわかる。

さらに、清水は共同教育を「梅根の示唆」からも独立させていく。清水は1976年発行
の『君がいてぼくがある ― 共同教育を志向する実践』 35の終章「共同教育を考えるにあ
たって 36」では、前年にあった「梅根悟氏の示唆に負うところが大きい」という文は無
く、いきなり次のように書きはじめている。

一　日教組教育研究集会における共同教育のあゆみ
　共同教育は教育制度検討委員会（日教組委嘱）により、はじめて提唱されました。
しかし、教制委が提唱したから、共同教育に向けての実践や論議が始まったという
わけではありません。もともと共同教育のことも含め障害者教育改革への提起は、
日教組教育研究集会や全国障害者問題研究会などをはじめとする、自主的・民主的
な障害者教育の創造・発展をめざす全国的な運動の成果にたってなされたもので
す 37。

ここでは、共同教育の提起は「教制委が提唱したから、共同教育に向けての実践や論
議が始まった」わけではないと、日教組教育制度検討委員会が提起した役割まで薄めら
れている。そして「日教組教育研究集会」と「全国障害者問題研究会」の「運動の成果
にたってなされたもの」とその役割が強調され、もはや梅根悟の関与などは、全く関係
なくなる。しかも「日教組教育研究集会」と言っているが、実はそのなかの障害児教育

段階の時期区分 区分の理由及び内訳

第四段階
第22次（’73年）
～第24次（’75年）」

「第22次教研は、障害児教育における歩みのなかで、画期的な教研と
なった。（中略）これによって、長年にわたる障害児と健体児の交流実
践は、共同教育という観点から発展的にとらえ直され、また、それ以
降、全国各地で共同教育としての取り組みが積極的に展開されていく
こととなったのである（その内容については第22次教研の報告集であ
る『日本の教育』第23集（73年）314頁の「共同教育を考える」部分参
照）。」 34
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分科会しか関係がない。 38日教組の役割などは関係なく「日教組教育研究集会の障害児教
育分科会における共同教育をめぐる議論の経過と理論的到達点」だけに焦点が絞られて
いる。

この『君がいてぼくがある』所収の「共同教育をめぐる議論の経過」の時期区分は前
年の「障害児教育における共同教育のあゆみと実践 39」と段階区分や内容はほぼ同じで、
違う部分は各段階に小見出しがついている部分である 40。

以上のように、もはや梅根の共同教育などにはたよらなくてもいい、それとは別の交
流教育の沿革に共同教育の発祥を求めた清水の理論の根拠が形成されていったのであ
る。

（2）共同教育の内容の展開についての苦心
清水寛が共同教育の発祥は、梅根が1972年に提起してからではなく、戦後の日教組教

研障害児教育分科会の交流実践に根拠を求めた方法を、前節で明らかにした。では、共
同教育の内容については、どのような論を展開していったのかについて、この節で検討
する。

共同教育の内容をなぜ展開する必要があったのかについて、清水は『君がいてぼくが
ある』の終章で「障害児を普通学級に入れ、普通児と一緒にすべきだという意見がはげ
しく出された」、それは「われわれが子どもの発達を保障することを第一に考え、そのた
めに最も適した状況を子どもたちに保障しようと考える立場」と「全く対立する」と述
べている 41。「障害児を普通学級に入れ、普通児と一緒にすべきだという意見」の側から
は、「養護学校は隔離の場、差別の場」だとする批判がだされていた 42。清水たち全障研
のメンバーにとって、それに対抗するには「養護学校は隔離の場、差別の場」ではない、
という内容が言えるようにならなければならない。

そこで、1977年に清水は「障害児教育改革の課題 ― 共同教育の正しい理解と推進の
ために」 43を書く。

この論文で清水は、日教組制度検討委報告について、「筆者が本委員会に専門調査委員
として障害者の章の原案作成等に参加した立場から共同教育について整理・検討する」
と、梅根の発言があって共同教育が論議されたことなど関係が無いように、「共同教育に
ついて整理・検討する」と述べている 44。

つまり、清水寛は自分
4 4

が提案した
4 4 4 4 4

「共同教育」を自分で整理する、と言っている。こ
こでは、共同教育は元々清水の持論であったかのような印象をうけ、実際に篠原睦治な
どはそのように受け取っている 45。

この論文で清水は、まずアメリカ合衆国の黒人と白人の integration について述べた 46
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後に今度は、「そこで次に身分・貧富による分別学校がどのように改革されていったか
をごく簡単にたどってみよう。」 47と、次のように梅根悟の『西洋近代教育思想史』のマル
カスターの著書の一節を孫引きして引用しているように見せている。

そこで次に身分・貧富による分別学校がどのように改革されていったかをごく簡単
にたどってみよう。
イギリス16世紀の教育思想家マルカスターはその著書『提言』のなかで、次のよう
に述べた。（中略）（マルカスターについては梅根悟『西洋近代教育思想史』第一巻、
誠文堂新光社、1968年参照。） 48

下線部は梅根の文と全く同じなのであるが、下線部の無い部分は清水自身の文が続け
て書かれている 49。

このように表現しているから、清水が梅根の『西洋近代教育思想史』第一巻から引用
した文章だと読ませられてしまうが、梅根悟の「子どもはなぜ一しょに教育しなければ
ならないか」と同じ表現になっている。

さらに、その次の文章から微妙に清水寛の解釈が出てくる。
比較すると次の表２のようになる。この表２に沿って梅根悟と清水寛の文章の違いを

よく読むと、筆者が下線を引いた部分に梅根の文章との違いがあり、そこに清水寛がど
のように梅根悟の文章を独自に解釈して、言葉や文章を入れ替えていったのかがわかる。

この表２に示した文章の、具体的にどの部分がどのように独自の解釈をされていった
のかを以下に分析する。

まずこの表２の「文章①」の主要な相違点は梅根が「共同学校（コモンスクール）」「共
同教育論」「階級的複線型学校体系の単線型化」と書いていた部分を、清水は「パブリッ
ク（公開）教育」「階級的差別を克服する運動と呼ばれる学校制度改革運動」と表現しな
おしているところである。梅根も清水もこの表２の「文章①」は、次の「文章②」を導
き出すために書いている。そこで「文章②」で両者の違いが何を言おうとするためのも
のなのか鮮明になる。

梅根悟は、「すべての子どもを、共同的に学ばせる共同教育の理念が加わって、そこに
地域共同学校という学校組織が成立する」と「共同教育」「地域共同学校」導き出すため
に、自分の論文からマルカスターを援用しながら書いた文章であった。

これと比較すると、清水寛が梅根のマルカスターを含む論文を引用しながら「共同学
校（コモンスクール）」「共同教育論」「階級的複線型学校体系の単線型化」に言及せずに
表現していった目的は、教育運動（主に黒人の公民権運動の中に含まれていた教育改革）
の中から「発達的・教育的観点がつよくうちだされている」ということを述べるためで
あった。
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〈表２　梅根悟「子どもはなぜ一しょに教育しなければならないか」及び清水寛「障害児教育改

革の課題」により発表者が作成〉

出
　
典

梅根悟「子どもはなぜ一しょに教育しなけ
ればならないか ― 分別教育と共同教育」

（1971年）

清水寛「障害児教育改革の課題 ― 共同
教育の正しい理解と推進のために」（1977
年）

文
　
　
　
　
章

　
　
　
　
①

マルカスターは、現実に存在する階級差別
を否定するほどラジカルな思想家ではな
かったが、この現存の階級差別における階
級間の差別感を緩和し、階級間の融和をは
かり、階級間の結合をはかることを一つの
重要な社会的課題と考えていた。（中略）
そのような立場から彼はこのような超階
級的共同学校（コモンスクール）を主張し
たのであった（梅根、『西洋近代教育思想
史』第一巻マルカスターの節参照）。
　マルカスターに代表される16世紀の共
同教育論は、「私教育か公教育か」という
設問の形をとったが、18世紀末葉の市民革
命以後におけるそれは、（中略）階級的複
線型学校体系の単線型化という形をとっ
て展開された。（中略）フランスの革命期
におけるルペルシェの「国民教育舎」構
想、（中略）20世紀に入って「統一学校運
動」とよばれる運動としてドイツ、フラン
スで現実的な、国の学校制度改革運動とな
り、1919年のワイマール憲法によって、統
一学校としての基礎学校（グルトンシュー
レ）の成立をみるに至ったのである。 50

マルカスターは、当時の貴族・大金持ちな
どによる自分の所属する階級のための邸
内教育にたいして、貧富の別なく入れるパ
ブリック（公開）教育の必要性を主張した
わけである。しかし、彼の場合は現実に存
在する階級差別を否定したわけではなく、
階級間の融和を説く立場であったといわ
れる。それが18世紀末の市民革命期になる
と、たとえばルペルシェの「国民教育舎」
に代表されるように階級制度否定の意図
をこめた学校制度が構想される。そしてそ
れは20世紀に入り、「統一学校運動」（（中
略）エリート師弟と民衆師弟にたいする複
線型学校制度の階級的差別を克服する運
動と呼ばれる学校制度改革運動）と呼ばれ
る学校制度改革運動として各国で展開さ
れ、ドイツでは1919年のワイマール憲法に
よって、統一学校運動としての「基礎学
校」の大綱が規定されるに至るのである

（梅根悟「子どもはなぜ一しょに教育しな
ければならないか ― 分別教育と共同教
育」『国民教育』第10号、1971年10月号、参
照） 51。

文
　
　
　
章

　
　
　
②

こうしてすべての子どもに就学の機会と
権利を与える現代的義務教育の原則と、す
べての子どもに共通に、必須な教育内容を
保障しようとする共通教育の理念に、さら
に、すべての子どもを、共同的に学ばせる
共同教育の理念が加わって、そこに地域共
同学校という学校組織が成立する。それは
同じ地域に住む子どもたちがそろって同
じ学校に入り、そこでそれぞれの個性を生
かしながら、民主的に連帯し協同して、平
和で民主的な共同生活をみずから経験し
つつ、そのような共同生活の原理によって
貫徹された社会を志向する人間として成
長していく 52。

学校の人種隔離政策に反対する運動は、ア
メリカにおける黒人の共学運動として長
い間展開されてきており（中略）一定の結
実をみ、さらに今日においても展開されて
いる。（中略）障害児のインテグレーショ
ンの意義を考えるの上でとくに注目され
るのは、人種隔離の本質的弊害は「黒人青
少年能力の発達を制限」し、「白人青少年
の資質をも歪めている」ところにあるとい
う発達的・教育的観点がつよくうちださ
れている点である。（小沢有作『民族教育
論』明治図書、1967年、294ページ参照） 53
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ここで注目されるのは、表２の結論の欄でわかるように、梅根がマルスターの思想を
自分の論文から援用しながら「コモンスクール」について common の意味を「共同」と
訳して、梅根独自の発想である「盲・ろう・肢体不自由、精神薄弱者」が、「復帰」する

「地域共同学校」という構想を結論として打ち出していることである。
それに対して清水は、梅根の「子どもはなぜ一しょに教育しなければならないか」を

引用しながら「コモンスクール」の代わりに「common education」を付け加えて「共通
に必要な一般基礎教育」と表現し、common を「共通」と表現している。結論の中で清
水は、「障害児教育」の「インテグレーションの基本的な意義は」「公教育の枠外におか
れていた障害児を公教育の中に統合していくこと」と、養護学校・特殊学級における義
務化を説く論に導いている。

もともと、common を辞書でひくと「共通の、共有の、共同の」 56という訳語がある。
つまり、どの訳語もあてはまるのだが、両者がそこからどのような訳語を選択して用い
て、どのような障害児教育を構想したのかが問題なのである。

そこで重要なのは、清水は梅根の論文を引用し、それに少しずつ清水自身の解釈を加
えていきながら、「それによって、共同教育の共同とは、健体者（児をふくむ、以下同
じ）教育にたいして教育内容・方法上はもちろん、教育形態・組織上においても、いわ
ゆる画一化・同一化を意味するものではない」 57と述べて、共同教育は統合教育ではな
く、交流教育の発展として地域交流を含んだ学校間・学級間交流教育が共同教育となっ
ていったのだと「解説」して再定義していったことである。

以上のような苦心をしながら、清水寛は共同教育とは地域交流を含んだ交流教育が、

結
　
　
　
論

われわれは子どもたちを物化し、手段視し
て、あたかも業者が選別機にかけて石炭を
選別するように、子どもたちをテストに
よって選別し、その選別にもとづいて、子
どもたちを分別して、別々の学校、別々の
学級におしこんで教育することを、今日以
上に更に強くおし進めようとしている中
教審答申の非人間性を告発しないわけに
はゆかない。（中略）特殊学級、養護学級、
促進学級などの名でその設置が促進され
つつある「普通学校内の特殊学級」とも言
うべきもののもつ分別教育性が批判され、
その是正が講じられなければならない。
盲・ろう・肢体不自由、精神薄弱者の、地
域共同学校への復帰の方向での研究と試
行がなされなければならない 54。

いまや障害児教育の分野から力づよく推
進されつつあるインテグレーションの基
本的な意義は、長い間、制度的にも公教育
の枠外におかれていた障害児を公教育の
中に統合していくこと、および、制度的に
は公教育の枠内にくみこまれながらも、い
わば“特殊な教育”として健体児の教育か
らは分断されているような状態を改革し、
障害児教育を「普通教育」（後に述べるよ
うに、いわゆる「普通児の教育」 ordinary 
education ではなく、主権者として自己形
成するために全ての人間にとって共通に
必要な一般基礎教育 common education の
意）の中に実質的に統合していくことをめ
ざすところにある。そのような意味で（中
略）それは「新たな『統一学校運動』」と
もいえるものなのである 55
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真の共同教育なのだという内容を独自に展開していった。
そのことによって養護学校・特殊学級における義務化が、隔離ではないと言える様

に、普通学級・学校と障害児学級・学校との距離を埋めるものを作り出していったので
ある。

３、梅根悟の『障害者の教育権を実現する会』での言動に見る葛藤
前節では、梅根悟が発想した共同教育を、清水寛がどのように自分たちのものとして

いくために展開していった過程を明らかにした。しかし、なぜそれが可能だったのであ
ろうか。この節ではその理由を分析する。

筆者は梅根が、制度検討委員会で統合教育としての共同教育論を討議していた頃、同
時期に起こっていた1971年の大西赤人問題を契機として結成された「実現する会 58」で
の梅根悟の言動が、かなり揺れていることに着目する。そこに集まる人々の特徴は、ま
ず大西問題に関心をもつ人びとである、ということが第一で、第二には教職員を含んだ
不特定の多数の人びとが集まる場合であったということである。特に、大西巨人を代表
とする障害児の保護者や、大西赤人などの障害者当事者も集まる可能性が大きいという
点が、教育制度委とは質的に異なる部分であった。それらの人々の前で、梅根悟は次の
ように話した。

今度、埼玉県に、県立川口養護学校というでかい建物が出来ました。私の家のすぐ
近くにございます。（中略）本来のセンター主義にはなっていませんから、むしろ巨
大隔離主義といってもよろしいでしょう。埼玉県だけでも、あるいはもっと拡張し
て全国について申してもよろしいですが、そういう巨大な、隔離させた施設ができ
つつあるのです。（中略）だいたい学校でやる教育というものは、一日のうちのわず
かな時間です、日本では。あとは家庭で教育を受けておる。その家庭教育が今日、
すべていいとは思いませんけど、親と子供との生活が基盤になっていて、その上に
学校がのっかっておるのが普通ですが、こういう大きな施設は、多くの場合その基
盤を失ってしまうという可能性がたくさんございます。 59

梅根悟は、埼玉の「県立川口養護学校」建設について「親と子供との生活」の「基盤
を失」わせるものだと批判している。 60

しかし、その一方で養護学校義務制について次のような発言もしている。

来る昭和五十四年度には、養護学校が義務化されることになっております。それに
しましても、体の不自由なお子さん、精神薄弱のお子さんは、養護学校にかならず
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行かなければならない、という意味の義務制ではないのです。そうではなくて、国
や都道府県は、そういうお子さんが（その父母が）盲学校なり、聾学校なり、養護
学校に入りたい（入れたい）と思ったとき、その人たちをみんな収容できるだけの
学校を用意する義務があるのです。（中略）そういう意味で、子どもたちの学習の権
利を保障する特殊な学校を文部省なり地方公共団体なりが設置しなければならな
い、そういう義務制だと考えるべきでしょう 61。

このように梅根悟は、養護学校建設によって障害児が生活地域を失い、生活基盤が剥
奪されていくことがわかっていながら、障害児が「養護学校にかならず行かなければな
らない、という意味の義務制ではない」と「実現する会」が養護学校・特殊学級におけ
る義務制を非難することを戒める言動をしていた。

だが、1977年のこの時期には、養護学校を建設するためには、在籍数が見込めなけれ
ば建てられないので、障害児を普通学級から建設見込みの養護学校へ移籍させるための
アンケートが実施されるなどの報告が、行われていた 62。それに関連して梅根も次のよ
うに話している。

いろんな障害をもった子どもが、普通の学級にいると面倒くさいし、先生も五十人
もあずかりにくいから、あずかりよいようにするには、できない子どもや、目の見
えない子どもや、特殊な子どもはそっち（久米注、盲・聾・養護学校）のほうに追
い出してしまう。それを入学前に判別してしまっておいて、（久米注、普通学級へ）
入れないようにするといったようなことを県も考えておるようです。 63

このように、梅根は県が判別委員会で障害児の就学先を指定しようとしていることを
知っていた。養護学校を建設するために障害児を集める必要が行政の側にはあることも
知っていたし、普通学級・学校に在籍する障害児が全て養護学校へ移籍しなければ「養
護学校に入りたい（入れたい）と思ったとき、その人たちをみんな収容できるだけの学
校を用意する」ことなどできない 64ことも分かっていた。それにもかかわらず、梅根は養
護学校増設の擁護もしていたのである。 65

以上のように梅根は「実現する会」で、養護学校設置は就学猶予・免除を無くしてい
くために必要であり、しかし、本来的には「親と子供との生活」の「基盤」を失わない
ために地域の学校へ入学して非障害児と共に学習・生活することが必要だと述べてい
る 66。（但し、それにはその児童・生徒の必要性に応じて専門的「センター」からの「特
別な指導」を受けることが大切である、と述べている。）

だが、それは「実現する会」が行っていた障害児の小・中学校普通学級入学運動 67を肯
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定しながら、一方で養護学校増設に反対すべきではないと、強い歯止めをかける役割を
果たすことにもなっていた。そのため「実現する会」は、「父母の学校選択権」を主張 68

する団体となっていった。
梅根悟自身はそれを「近代化の徹底と近代化の克服という二重課題」 69があると言って

いる。しかし、この二つの課題のどちら側を強調するのかという問題があり、養護学校
義務化の年が近づいてくると ｢いま、文部省が、われわれが長年要望してまいりました
障害者のなかの盲、聾以外の障害者に、義務制をやろう、ということにやっとこさ重い
腰をもちあげまして、数年がかりの準備をすすめているという段階です。 70｣ と養護学校
義務化を「近代化の徹底」として肯定し、一方では1976年末に盲児の統合教育実践ド
キュメンタリーの映像を見て、地域の普通学級に障害児が入ることが原則 71だというな
ど、梅根は状況によって強調点が異なるという葛藤 72があった。

おわりに
1970年代の障害児教育義務制をめぐる障害児教育論は、一見大きく異なる障害児教育

論があったと考えられてしまいがちだが、どちらも根底には日教組教研の共同研究者で
あり、日教組教育制度検討委員会の会長であった梅根悟の障害児者教育論がベースに
あったことがわかる。

それを基礎にしながら独自の説を段階的に付け加えていくことで、清水寛を代表的研
究者としていた全障研の人々は梅根が提起した共同教育を、学校・学級間交流に地域交
流を加えたものであると展開していった。そして特殊学級及び養護学校は隔離ではない
というために、普通学級・学校と障害児学級・学校との距離を埋めるものの根拠として
交流教育という意味での共同教育をアピールし、養護学校増設運動・広報を推進して
いった。

その一方で、梅根悟が当初提起した共同教育論を統合教育実践の理論として活用して
いった豊中市教組などの実践は、大阪で15教組 73の障害児統合教育へと広がっていった。
この意味で、梅根は統合教育を日本に実質的に根付かせようとしたという障害児教育史
上の役割があった。

しかし、上記のように、盲・聾・養護学校・特殊学級における義務化を推進する団体
からも、また統合教育を実践する団体からも活用された梅根悟の障害児教育理論は、本
稿で見てきたように、一方では養護学校は親子の生活基盤を剥奪するものだとその建設
を批判しながらも、もう一方では就学・猶予免除を無くすために行政には設置義務があ
ると言うなど、梅根自身の葛藤を内にはらんだものであった。

つまり、梅根悟の言動によって表現された障害児教育理論はこれらの相克する二面性
を抱え込んでおり、それによって両者はそれぞれの障害児教育論や実践を展開していく
ことが可能であったのである。
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〔注〕
１．『城戸幡太郎と日本の教育科学』清水寛・高橋智共著　多賀出版　1998年刊　この文献において
「特殊教育→障害児教育→特別ニーズ教育」と日本の戦前から戦後の障害児教育を３区分してその進
行過程を「特殊教育から障害児教育への移行」と「障害児教育から特別ニーズ教育への移行」に分け
て記述していた。「特殊教育から障害児教育への移行」が、全障研が発足した1960年代後半から養護
学校義務体制確立時期であるとしている。このような障害児教育の区分は全障研の沿革史を日本障
害児教育史にスライドさせたもので、検討の余地がある。

２．共同教育または共生・共育、共生・共学などと、地域や団体によって異なる用語が使われたが、お
おむねインデグレーション（integration）の意味として使用されていた

３．清水寛は全障研の第２代委員長を1981年から1988年まで務め、それ以前は1967年から1968年まで、
第１代 田中昌人委員長のもとで事務局長・次長を務め1975年から1980年まで秦安雄らと共に副委員
長を務めている。委員長を終えてからは顧問として全障研の中に現在まで所属し続けている。「全障
研歴代役員一覧」『全障研三十年史』全国障害者問題研究会出版部発行1997年刊 742-743頁

４．『教育制度検討委員会速記録』日教組教育制度検討委員会総会速記録を手書きで書き起こした原稿
を複写して製本したもの。第２回総会－第30回総会速記録が東京大学教育学部図書館及び日本教育
会館の教育図書館に所蔵されている。（第２回総会と第３回総会はタイプ打ち）但し、第１回総会・
第26回総会一日目は欠本。日本教育会館の教育図書館には原稿用紙に速記録を手書きで書き起こし
た原稿が所蔵されているが、第１回総会・第26回総会一日目・第31回総会・第32回総会は速記録の
書き起こし原稿そのものが存在しない。この史料については、当時障害児者教育調査専門として参加
していた清水寛が、『城戸幡太郎と日本の教育科学』清水寛・高橋智共著　多賀出版　1998年刊　で
参照している。しかし、そこでは書き起こし原稿そのものが存在しない部分の確認などがなされてい
ない。また、梅根悟の発言が一部紹介されているが、梅根悟の発言全体を確認して分析する作業はお
こなわれていない。

５．『君がいてぼくがある』青木嗣夫・清水寛編　ミネルヴァ書房　昭和51年刊
　　青木嗣夫などが全障研のメンバーであったことは前掲書「全障研歴代役員一覧」『全障研三十年史』

等により確認できる。
６．『教育制度検討委員会第11回総会速記録』昭和47年２月６日　250頁
７．同掲書『教育制度検討委員会第11回総会速記録』268頁
８．『教育制度検討委員会第30回総会速記録』昭和49年３月１日 　351頁
９．これらの例として次のような会話が典型的であった。
　　梅根の「やはり、普通学級で普通児と一緒に生活をし、学習をするということが可能な限り、そう

いう方針でいくほうがいいんじゃないか」（『教育制度検討委員会第11回総会製本速記録』昭和47年２
月６日　268頁）という意見に対して、清水寛は、ある特殊学級に通っている子どもが学校でトイレ
に行けない例を出して次のように答える。

　　「特殊学級は学校のうしろの淋しいところにありまして、トイレだけは普通学級の使っているとこ
ろへ行かなきゃならないんですね。普段は交流を断つような場所に特殊学級をおいておきますから、
交流がないわけです。そういう精神的な圧迫があって、トイレに行くということは、その子にとって
はなかなかできない。それは排泄する力がないんじゃなくて、結局集団の中で人間関係をどういうふ
うにつくるかということを欠いているから、生理的な排泄ができない。」（同掲書『教育制度検討委員
会第11回総会製本速記録』273頁）このように清水寛は、トイレに行けない特殊学級の子どもの問題
を、健常児と障害児の間の「人間関係をどういうふうにつくるかという」コミュニケーションの形成
能力が養われていないせいで「排泄する力」はあっても結果として健常児と共有する学校のトイレで
は「生理的な排泄ができない」という原因を正確に把握しながらも、「交流がない」からという、交
流の問題にしてしまう。梅根は学籍の問題からくる弊害を取り除くものとして普通学級での共同教
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育を提起したのだが、清水は「交流の問題」として捉えようとしている。
10．前掲書『教育制度検討委員会第30回総会製本速記録』396頁
11．前掲書『教育制度検討委員会第30回総会製本速記録』352頁に、1974年当時までに、梅根の弟子の

加藤康昭がアメリカの障害児教育を研究しており梅根は加藤から聞いて知ったと、アメリカ合衆国
のメインスリーミングの情報源について話している。

12．前掲書『教育制度検討委員会第30回総会製本速記録』397頁
13．前掲書『教育制度検討委員会第30回総会製本速記録』397-398頁
14．『第48回定期大会  運動方針（案） ― 1973 ― 』豊中市教職員組合　1973.6.8　20頁 及び『第51

回定期大会  運動方針（案）― 1974 ― 』豊中市教職員組合　1974.6.4　42頁などでは、「教育制度
検討委員会第２次報告の「共同教育を原則に」するという方針が掲載されており、梅根悟が制度検討
委の内部討論で述べていた基本的に障害児は「普通学級で普通児と一緒に生活をし、学習をするとい
うことが可能な限り、そういう方針でいくほうがいいんじゃないか」と、普通学級で学ぶ必要性を強
調していた部分を共同教育の内容ととらえて、 豊中市の統合教育は実践されていった。この統合教育
実践は、『豊中の教育 ’80/ ７』豊中教組教文部編集・発行などに具体的に記述されている。

15．『日本の教育22』日本教職員組合編集・発行　1973年８月刊
16．同掲書『日本の教育22』314頁
17．「日本の教育をどう改めるべきか」『教育評論７月臨時増刊号』に掲載。
18．「教育制度検討委員会のあゆみ」（『教育評論304・305号』昭和49年５月刊197頁）で、1972年６月12

日第17回総会で「第二次報告「日本の教育をどう改めるべきか」の承認、日教組槙枝委員長に報告、
公表」となっている。

19．『日本の教育23』編集・発行 日本教職員組合　1974年８月刊　307頁
20．1973年度教研障害児教育第13分科会の共同研究者は下記のとおりで、同分科会のまとめを執筆し

たのも彼らであった。（同掲書『日本の教育23』289頁より）
　　太田郁郎　大山 弘　河添邦俊　清水寛　田中 豊　永田悦子（このうち「太田郁郎　河添邦俊　清

水寛」は全障研のメンバーであったことが『全障研三十年史』744-749頁の役員一覧等から確認でき
る。

21．前掲書『教育制度検討委員会第30回総会速記録』393頁で、清水寛は「つまり、「共同教育」という
ことば自体が、非常に新鮮に現場では受けとめられたということなんですね。」と発言している。

22．これらの波紋を清水寛は同掲書『教育制度検討委員会第30回総会速記録』331頁で次のように表現
している。

　　「制度委員会が共同教育を打ち出してから、たとえば日教組の全国教研の「障害児」分科会などを
見ましても、これに対しては非常に敏感な現場での反応があります。それだけにまた、一定のいい意
味での混乱も現場に巻き起こしているようです。」（下線は久米）

　　上記のように清水寛は「いい意味での」という修飾語はつけているものの「混乱」という言葉で当
時の障害児者教育をめぐる状況を表現している。

　　また、『日教組五十年史』編集・発行日本教職員組合1997年刊 109-113頁によれば、「全国障害児・
者問題研究会（全障研）などは「発達保障論」運動を中心に「別学」体制を主張していた。しかし、
障害児、その親、また他の障害者団体は「別学」への批判を行い、「就学保障」運動や「養護学校義
務化」への疑問の声が74年頃から表面化してきた。」と当時の波紋の内容が記述されている。

23．制度検討委の第二次報告と第四次報告にあたる最終報告では次のような記述の違いがある。
　　まず、第二次報告『日本の教育をどう改めるべきか』勁草書房 1972年７月刊 梅根悟編教育制度検

討委員会 では次のように記述されている。
　　「共同教育とは、学習する権利の“平等化”と、学習する内容における普通教育としての“共通性”

を前提として、障害者とその他のものとが、「共同に学習する教育機会を保証しよう」とする原則で
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ある。（中略）したがって、教育諸条件を十分に整備していくこと（例えば、学級定数の減少と教職
員の定数増、学校・学級運営の民主化等）を前提とし、必要かつ適切な形態をもって、「普通児」と
障害児とができるかぎり共同に学習しあう教育の機会と場を保障していくことが大切である。もち
ろんそのことは安易ないわゆる融和教育への埋没をみとめるものではない。」（91頁）

　　ここでは、「「普通児」と障害児とが」と書かれており、義務教育期間の児童・生徒を指しているこ
とが明らかである。

　　次に最終報告の『日本の教育改革を求めて』勁草書房 1974年７月刊 梅根悟編教育制度検討委員会
では、この部分を微妙にずらしたいい方で掲載されている。以下のような文言になっている。

　　「共同教育とは、学習する権利の平等化と、学習する内容における普通教育としての共通性を前提
として、障害者とその他のものとが、「共同に学習する教育機会を保障しよう」とする原則である。

（中略）したがって、教育諸条件を充分に整備していくこと（たとえば、学級定数の減少と教職員の
定数増、学校・学級運営の民主化等）を前提とし、必要かつ適切な形態をもって、「普通者」と障害
者とができるかぎり共同に学習しあう教育の機会と場を保障していくことが大切である。」（216-217
頁）

　　ここでは、梅根が制度検討委員会で繰り返し主張した「共同教育とは障害児と健常児が一緒に学ぶ
学級を基本集団にする」という考え方が、第二次報告で「「普通児」と障害児とが」と率直に反映さ
れていた部分を最終報告では「障害児

4

を障害者
4

」と言いかえることで、小・中学校段階で共に同じ学
級で学ぶことに焦点化されておらず、成人した障害者と健常者の社会的統合という意味にもとるこ
とができる表現となっている。

　　この最終調整を行ったのは、「教育制度検討委員会のあゆみ」（『教育評論304・305号』昭和49年５
月刊196-199頁）によれば、1974年３月11－12日の項に「最終報告の補完修正のための第三次討議、
以後最終調整作業などについて会長に一任（於、東京・教育会館）」となっているので、障害者教育
専門調査委員の清水寛ではなく、最終的には会長であった梅根悟が最終調整を行っている。

24．「就学権を保障するために」『みんなのねがい第２号』全国障害者問題研究会発行1970年４月
刊 22-25頁　ここでは「Ｔ君が入学できたＨ養護学校もＳ市における養護学校設置運動が大きな役
割をはたしたことはいうまでもありません。しかし、重度精神薄弱児や重度障害児の発達を保障する
ための学校や施設は不十分そのものです。（中略）私たちはすべての障害児の発達と教育の権利を保
障するための巾広い教師集団を結集し、父母、大衆の結びつきを強め、行動する必要があろう。」と

「養護学校づくり」が「障害児の発達と教育の権利を保障する」ものだと強調されている。また、『全
障研三十年史』でも、37頁に掲載の1970年の項に「学校教育を受ける権利を奪われている子どもたち
の「学校へ行きたい」「友だちがほしい」という声がますます高まり、就学猶予・免除をなくす運動
がひろがる。1970年４月、京都の与謝の海養護学校が開設された。」と養護学校設置運動が紹介され、
学校教育を受ける権利の具体化として、養護学校設置運動が運動の主な柱になっていたことがわか
る。

25．清水寛は『教育評論313号』日本教職員組合情宣局発行1974月12月刊に掲載されている「座談会・
すべての障害者の発達を保障するために」59頁の中で、反対されている内容を次のように述べてい
る。

　　清水寛「東京都障教組が中心になって父母と手をつないで、この報告書が出たあと、政府の施策を
先取りして「希望する障害児の全員就学を保障する」ということを東京都教育委員会はうち出したわ
けですね。実際には設備条件が貧しいなかでのことですから矛盾が吹き出しているわけですね。そう
いうなかで、学校や分校をつくるわけですが、そういうことではなく、「普通」学級、「普通」学校に
入れていくべきだという意見が都障教組のなかからもやはり出ているわけですね。（中略）もう少し
これからの展望を踏まえてのきびしい対立になっているようですけど、それが東京や大阪などで特
に強く出ているんです。ですから個人の意見というよりも、組合の方針をめぐって論議されてきてい
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るなかで私たちの委員会の報告があったということですね。」
　　清水の言う「対立」とは、共同教育をどう読むかによって、今後養護学校を建設して増やして養護

学校・特殊学級における全員義務化へ進めていくのか、障害児を「普通」学級、「普通」学校に入れ
ていって全員就学させるのが良いのか、という今後の障害児教育の方向性をめぐる具体的な対立と
なっており、それは「組合の方針をめぐって論議」されてきている、つまり組合方針にかかわる対立
にまで発展している、ということを述べている。

26．「座談会・すべての障害者の発達を保障するために」『教育評論313』1974月12月号に所収
27．同掲書「座談会・すべての障害者の発達を保障するために」『教育評論313号』57頁３段目－４段目
28．「障害児教育における共同教育のあゆみと実践」『教育 No.316』国土社 1975年５月号 ６-18頁
29．同掲書『教育 No.316』７頁上段
　　梅根悟の『勤評・学テ体制下の学校』は、1967年９月に刊行されたもので、1960年代の全国一斉悉

皆学力テストについて日教組からの委嘱で宗像誠也と梅根悟が、学力テストで日本一位から三位に
なった香川・愛媛・富山の各県に実地調査に行き、これらの県では低学力児・学習不振児が特殊学
級（精神薄弱）に入れられていたことを報告したものである。この著書で確かに梅根は266-267頁に
次のようなことを述べている。

　　「具体的に言えば、この三原則（筆者注、平等・共通・共同）がそのように理解され実行されるな
ら、例えば精薄児を普通児と同じ学校、同じ学級のメンバーとして共通教育、共同教育の体制の中に
迎え入れることは決して不可能なことではないのである。これは精薄児のことばかりではない。誰も
がお客さんにされたり、邪魔者扱いにされたり、あくびをかみしめさせられたりすることなしに、し
かもみんなが重要なことがらについて共通の内容を学び、共同の学習経験をもつことは決して不可
能なことではないのである。」梅根は1967年には地域共同教育という発想をしていたのである。梅根
の地域とは校区という意味であったとはこの著書の文章の趣旨からまちがえようのないところであ
る。しかし、それはこの発想を梅根悟が自分の本に書いた、というだけの話で、具体的に日教組に提
起したわけではない。

30．全文は次のとおり「もとより、共同教育という用語自体が新しいのであり、当初から「共同教育実
践」という表現で報告・討議がなされているわけではない。したがって、ここでは障害をうけている
子どもと、うけていない子ども（具体的には障害児学級・学校と、いわゆる「普通」学級・学校）と
の間で交流の問題が、どのような目的・方法・形態をもって追求されてきたか、そこに、共同教育へ
の志向がどのようにみられるかをたどってみることとする。」同掲書『教育 No.316』７頁

31．同掲書『教育 No.316』９頁上段
32．前掲書『教育 No.316』９頁下段
33．前掲書『教育 No.316』10頁－12頁上段
34．前掲書『教育 No.316』12頁
35．『君がいてぼくがある』青木嗣夫・清水寛編　ミネルヴァ書房　昭和51年刊
36．同掲書『君がいてぼくがある』231-264頁
37．前掲書『君がいてぼくがある』231頁
38．それは以下次のように続くことからわかる。「こうして、共同教育の性格、内容がしだいに明確に

なっていくにつれて、各地で「共同教育をめざすとりくみ」もまた活発に展開されていきました。
　　そして、本年一月、大津市で開かれた第25次教研では、ほとんどの県の報告書に共同教育にかんす

る記述がみられるようになりました。基調報告は「主権者としての育ち合いをめざして、共同教育の
とりくみをつよめよう」と呼びかけ、「融和主義的な『統合教育』とのちがいを明らかにしていくに
は、共同教育は①なんのために（目的・方向性）、②どのように（実践上の原則）、③いかなる条件の
もとに行われるものであるかを、具体的・総合的に追求していく必要がある」と指摘しました（日教
組編『日本の教育』第25集、1976年６月、272ページ）。」前掲書『君がいてぼくがある』245頁12行目
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-264頁２行目
　　また清水にとって教研障害児教育分科会だけが取り上げるべき価値あるものであって、日教組の

役割については次の記述からほとんど問題にされていないことがわかる。「そこで、本稿では日教組
教育研究集会の障害児教育分科会における共同教育をめぐる議論の経過と理論的到達点を、各県報
告書や『日本の教育』（教研報告書）を中心に、さぐってみることにします。（『君がいてぼくがある』
245-264頁）

39．前掲書『教育 No.316』 1975年５月号 

40．「第一段階 盲聾児にたいする分離教育の成立と、融和主義的な交流・混合教育の時期
　　　　　－第１次（51年）～第10次（61年）教研－
　　 第二段階 能力主義的分類収容政策のもとでの分離教育の強化の時期
　　　　　－第11次（62年）～第16次（67年）教研－
　　 第三段階 発達保障の立場からの隔離主義的教育への批判と「共同教育」思想の発酵の時期
　　　　　－第17次（68年）～第21次（72年）－
　　 第四段階 共同教育の提唱と実践の時期
　　　　　　－第22次（73年）～第25次（76年）教研－」　前掲書『君がいてぼくがある』231-264頁
　　ここで変化しているのは第四段階でこれが書かれた年の第25次（76年）教研が加わりその障害児教

育分科会における共同教育をめぐる議論が大幅に加筆されている。その中で清水寛は「共同教育の性
格、内容がしだいに明確」になっていったと言い、清水の言う「共同教育」の正しさが実践的にも立
証されている文脈になっている。

41．「今年度（筆者注、1975年度）の教研障害児分科会における共同教育をめぐる実践報告と討議の特
徴として、たとえば司会者の一人であった田村勝治氏は（中略）「全部の障害児を普通学級に入れ、
普通児と一緒にすべきだという意見がはげしく出されたのも今年の特色といえると思う」と報告し
ています。「（中略）これはわれわれが子どもの発達を保障することを第一に考え、そのために最も適
した状況を子どもたちに保障しようと考える立場と全く対立するものであった」（以上、引用は田村
勝治「分科会報告・障害児教育」『教育評論』1976年３月臨時号 68-69ページより）」前掲書『君がい
てぼくがある』245-246頁

42．『「養護学校解体」論の本質とその批判』著者 全国障害者問題研究会全国事務局 　発行 全国障害者
問題研究会　1976年６月刊　３頁13行目－14行目

43．「障害児教育改革の課題」『季刊教育法26号』総合労働研究所発行 　昭和52年12月刊
44．全文は次記である。「わが国における現在の障害児教育の緊急かつ重要な課題の一つは、養護学校

義務制の民主的な実現である。しかし、その義務制の評価等をめぐって、理論上・運動上において、
いくつかの激しい対立がある。その一つは、健体児教育と障害児教育との関係についてである。さき
に、日教組委嘱・教育制度検討委員会は、障害児教育をふくむ日本の教育全体の民主的改革のための
実践・運動のあり方を提唱したが、本稿では筆者が本委員会に専門調査委員として障害者の章の原
案作成等に参加した立場から共同教育について整理・検討することをとおして、養護学校義務制を

“権利としての義務教育制”として実現していくための一つの　道をさぐろうとするものである。」同
掲書『季刊教育法26号』47頁

45．『「障害児の教育権」思想批判』篠原睦治　現代書館　初版は1986年１月発行　発表者が参照したの
は1993年５月第１版第４刷　77頁－78頁

46．清水寛は「（一）用語の区別と統一の必要性について」「（二）インテグレーションの意味と差別的
分別教育制度改革の歩み」の二章を費やして integration または integrated education について、以下
のことを述べている。

　　「ところで、障害児教育の分野からインテグレーションの意味をとらえ直そうとする際「インデグ
レート ! 」ということばがアメリカにおいて黒人解放運動のなかで長い間叫びつづけられてきたとい
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う事実に注目する必要があると思う（中略）それが黒人による白人社会への権利獲得運動の高まりを
反映して、今日では辞典の上でも、「人種の無差別待遇」という語として“市民権”を得させること
になったのである。」『季刊教育法26号』49頁

　　この論の特徴は、障害児の integration が主にヨーロッパで用いられていたにもかかわらず、アメ
リカ合衆国の integration または integrated education について述べて、この用語はあくまでも、黒人
と白人のインテグレーションでありそれが「「人種の無差別待遇」という語として“市民権”を得さ
せることになった」として、障害児と「健体児の集団と結合」が「どれだけ障害児の人権の実質的な
平等化につながっているか」、とつなげることで清水が主張する交流教育としての共同教育の内容に
ひきつけて「障害児集団と健体児の集団の対等・平等」あり方に論を持っていくところである。アメ
リカ合衆国では、人種間の integration と、障害児教育での用語を区別するために障害児の統合教育
の意味としてメインストリーミング mainstreaming と呼ばれていたことは、周知のことである。

47．前掲書『季刊教育法26号』49頁中段
48．前掲書『季刊教育法26号』49頁下段
49．また（ ）内の注記も梅根の文の注記が「（梅根、『西洋近代教育思想史』第一巻マルカスターの節

参照）」となっているのを清水寛は「（マルカスターについては梅根悟『西洋近代教育思想史』第一
巻、誠文堂新光社、1968年参照。）」としている。

50．前掲書『季刊国民教育』第10号６頁
51．前掲書『季刊教育法26号』49頁下段－50頁上段
52．前掲書『季刊国民教育』第10号6-7頁
53．前掲書『季刊教育法26号』50頁上段 

54．前掲書『季刊国民教育』第10号16頁
55．前掲書『季刊教育法26号』50頁
56．『GENIUS 英和辞典』第３版第２刷　2002年発行　大修館書館
57．「この障害者教育の章（筆者注、第四次報告）で第二次報告書と変化している点の一つは、基本原

則の冒頭に「発達保障の原則」が加えられたことである。（中略）したがって、それは障害者教育改
革のための第一原則であると同時に、そのほかの諸原則とそれに導かれる諸提言全体をつらぬく包
括的理念としての位置を占めているとみてよいであろう（中略）この変化・位置づけは教制委の提起
する共同教育の思想を理解する上で大切な点である。なぜなら、それによって、共同教育の共同と
は、健体者（児をふくむ、以下同じ）教育にたいして教育内容・方法上はもちろん、教育形態・組織
上においても、いわゆる画一化・同一化を意味するものではないことが、いっそう明確に示されたと
考えるからである。」前掲書『季刊教育法26号』57頁

58．梅根悟は大西赤人問題が起きた1971年の『実現する会』の第一回集会の呼びかけ人を引き受け、結
成された後は1980年に亡くなるまで、「代表顧問」として「実現する会」に関わり続けた。

59．『人権と教育40号』1976年６月20日 4-5頁
60．梅根は、養護学校のセンター的機能については一定の経験があった。それは戦後日本で初めての精

神薄弱児の学校として設立された青鳥中学（後の日本初の青鳥養護学校）について関心を持ち、友人
の小宮山倭に青鳥中学校長になるように説得し、小宮山倭は梅根のすすめで日本初の養護学校の初
代校長となるなど、初期の養護学校に関わっていたからである。そして、梅根は昭和27（1952年）に
青鳥中学が開催した青鳥祭へ批評指導者として出むき、バザー単元学習について、「年間通じてやつ
たらどうかという意見」を行うなど、継続して関心を持ってかかわっていた。『青鳥十年』東京都立
青鳥養護学校発行昭和32年刊 32-33頁・梅根悟「保護と教育」『青鳥十年』所収205-206頁

61．「どちらが原則で、どちらが例外か」『人権と教育第54号』1977年３月20日４頁上段　1976年12月18
日連続上映会での講演

62．「浦和市教委は、この九月特殊学級への入級児をしらべる「情緒障害児調査」において、「クラス
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（筆者注、普通学級）児全体からみて、このクラスでは重い方だと思われる児童を必ず一名はご記入
ください。多い場合には重い方から三名までご記入ください」という文書を各学校におろし、（中略） 

障害者狩り
4 4 4 4 4

がはじまっている（中略）普通学級に一年の就学猶予後入学したＭという子は、次の年に
は家からだいぶ遠い小学校の特殊学級にまわされてしまったそうです。友達と仲良くなり、クラスの
子どもも遊びに来たり、送り迎えをしてくれたりして、 子ども同士はうまくいっていたが、学校側の
都合で子どもの人間関係などにはおかまいなしに分断されてしまったというのです。（中略）特殊学
級から養護学級（筆者注、養護学校の誤植）への移動が早急に進んでいることを意味すると思いま
す。」『障害者教育をどうすすめるか』大西問題を契機として障害者の教育権を実現する会編　明治図
書新書1976年刊 62-66頁　正木欽七の報告

63．前掲書『人権と教育第54号』４頁下段
64．『学校基本調査　昭和46年度』文部大臣官房調査課604-605頁によれば、昭和46年度は不就学者

21.267人（就学免除者9.436人、就学猶予者11.831人）であったが、養護学校義務制実施年度の昭和54
年度は不就学者3.384人（就学免除者960人、就学猶予者2.424人）と約１割になった。（『学校基本調査
　昭和54年度』文部大臣官房調査課 参照）しかし、就学猶予・免除者は無くならなかった。文部省

（現在は文部科学省）が毎年実施している『学校基本調査』によれば、毎年度2000人～3000人の就学
猶予・免除者を出す制度として残った。（学校教育法第十八条）また、『学校基本調査　昭和54年度』
文部大臣官房調査課 によれば、昭和54年度には養護学校在学者は、小学部37.526人・中学部18.920人
合わせて56.446人、また訪問学級在籍者小学部6.390人・中学部1.145人合計7.535人、これを養護学校
在学者と合わせると63.981人が養護学校に在籍することになった。昭和46年度は不就学者21.267人
だったが、それよりも約４万人多い児童・生徒をどこからつれてきたかについて、この八年間に養護
学校対象の児童・生徒が激増して生まれたとは考えられないし、過去にさかのぼって就学猶予・免
除者を就学させる法令などは出していない。

　　『ひとりびとりを生かす教育計画』福岡市立南福岡養護学校編集発行1978年刊　この史料によれ
ば、1977年に開校し児童・生徒の約半数が普通学校普通学級からの移籍によって作られている。こ
のように普通学級の児童・生徒を特殊学級へ移し、特殊学級にいた児童・生徒を養護学校に移した
か、または肢体不自由児などのように普通学級から養護学校へ移すなどの作業が就学指導委員会の
指導のもとに行われていた。

　　次の通達はそれを実施することを義務づけた。
　昭和53年８月18日付け文部省通達「学校教育法施行令及び学校保健法施行令の一部改正について（通

達）」では「２改正内容の概要」の「（５）イ（ア）小・中学校の校長は、精神薄弱、肢体不自由者又
は病弱者であるものが、昭和53年11月１日現在において当該小・中学校に在学しているときは同月
30日までに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知し
なければならないとしたこと（改正令附則第３項）。（イ）市町村の教育委員会は、（ア）の通知を受
けた学齢児童又は学齢生徒（（エ）に規定する者を除く）について、都道府県の教育委員会に対し、
昭和53年12月31日までにその氏名等通知しなければならないとしたこと（改正令附則第４項及び第
６項）。（ウ）都道府県の教育委員会は、（イ）の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、昭和
54年１月31日までに、その保護者に対し、就学させるべき養護学校を指定して入学期日を通知しなけ
ればならないとしたこと（改正令附則第７項及び第９項から第11項まで）。」『現代日本教育制度史料
45』東京法令出版　平成２年刊 718-721頁

65．「理想と現実をどう見るか ?」『「養護学校義務化」批判』大西問題を契機として障害者の教育権を
実現する会編　明治図書1978年刊 37-38頁

　　梅根悟は「「実現する会」がすすめてきております運動、たとえば、目の見えない子どもも普通学
校に入れるというふうな運動をすすめてきておりますが、これなどもいますぐ目の見えない子ども
を全員普通学校に入れろ、盲学校はひとつも作るなというようなことを主張したら、これは現状にそ
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わないことになるんですね。それでは現状と非常な距離のあるものになってきましょう」とも言って
いる。「理想と現実をどう見るか ?」『「養護学校義務化」批判』大西問題を契機として障害者の教育
権を実現する会編　明治図書1978年刊 37-38頁

66．1976年12月18日の全盲児一美が普通学級で学校生活を送るドキュメンタリー『友達100人できるか
な』の上映会を見た後の講話では、「むしろ、目の見えない子どもも、耳の聞こえない子どもも、体
が悪い子どもも、だれもが、地域の普通学級に入る権利があるんだ、ということを認めておかなけれ
ばなりません。つまり、こっちのほうが原則じゃないかと思うのです。」と、盲児の統合教育が実践
されている様子を見ると、原則は統合教育であるという主旨の発言をしている。『梅根悟障害者教育
論集』障害者の教育権を実現する会編 現代ジャーナリズム出版会1981年刊 42頁

67．当時「実現する会」は、全盲児浅井一美の母の訴えを取り上げて、障害児の小・中学校普通学級入
学を推進する運動を行っていた。同上『梅根悟障害者教育論集』166頁 「実現する会」の機関紙『人
権と教育』編集長斉藤光正談話より

68．「父母の学校選択権をこそ」『「養護学校義務化」批判』59-74頁 斉藤光正　大西問題を契機として
障害者の教育権を実現する会編　明治図書出版株式会社　1978年刊

69．前掲『梅根悟障害者教育論集』「近代化の徹底とその克服」1975年シンポジウムでの講話15頁－36頁
　　この中で梅根は「近代化の徹底とその克服という二重課題が」あり、それを「しょっている仕事と

して、当面の仕事をみんなして考えあってゆくことができれば非常にいい」と述べており、「近代化
の徹底」と「近代化の克服」は同時並行してなされなければならない課題である旨を述べている。つ
まり、梅根にとって「近代化の徹底」の後に「近代化の克服」をするという意味ではなく、同時並行
して取り組まなければならない二つの課題なのだと述べている。

70．同上『梅根悟障害者教育論集』16頁「近代化の徹底とその克服」1975年
71．同上42頁
72．梅根悟は亡くなる前の最後の講話となった1977年の「実現する会」が開催したシンポジウムで次の

ようにも述べた。
　　「将来の夢としてはですね、精神薄弱、身体上の欠陥をもっておる子ども、普通に養護学校の対象

と言われておりますような子どもたちにつきましては、そういう子どもたちがみんな町の、村のコ
ミュニティーの　学校に、同じコミュニティーに生まれたり、現にそこに住んでいる他の子どもたち
といっしょに仲よく手をつないで入学して生活を共にするといったようなことが夢ですね。同じコ
ミュニティーの仲間にはいれない子どもはまったくいないというふうになることが、一つの未来像
ではなかろうかと、私は考えているんです。」と述べていたのだった。

　　「理想と現実の距離　義務教育と障害者の学習権について」1977年９月17日、シンポジウムでの講
話『障害者教育研究１』編集大西問題を契機として障害者の教育権を実現する会　現代ジャーナリズ
ム出版会1978年１月刊18頁－19頁。（梅根はこの講話後約１年半にわたる入院の後に1980年に亡くな
る）

73．大阪15教組の実践は次の文献などを参照『みんな一緒に学校へ行くんや ― 「普通」学級で学ぶ
「障害」児教育の実践 ― 』編者大阪・15教職員組合連絡会　現代書館　1980年刊　（大阪・15教職
員組合連絡会に加入していたのは、次の教職員組合であった。池田、箕面、豊能、豊中、吹田、茨木
三島、摂津、高槻、枚方、守口、門真、東大阪、八尾、貝塚、大阪市　『みんな一緒に学校へ行くん
や』の奥付による）


